


～～契契契約約時時はは事事実実を告告知知しし、そそのの後後後変変更更がががああれれば通知を！～～契約時は事実を告知し、その後変更があれば通知を！～
損害保険契約に関する注意点シリーズ

「保険契約の解除」とは？　保険契約が保険会社または保険契約者の意思により終了するこ
とです。告知義務違反や通知義務違反、保険料不払いがあった時などに、保険会社は解除できます。

■「告知義務」「通知義務」とは

　何でしょうか？

■特に「通知義務」には注意を！

　保険契約者または被保険者は、

保険契約をする時に、保険会社が

定めた事項について事実を申し出

る必要があります。これが「告知

義務」です。

　一方、保険を契約した後に保険

会社が定めた事項について変更が

生じた場合には、その変更につい

てできるだけ速やかに連絡する必

要があります。これが「通知義

務」です。

■なぜ重要なのでしょうか？

　保険契約においては、保険契約

者または被保険者が伝えた内容に

沿って保険の申込書が作成され、

それに基づき補償や保険料等の契

約内容が決められます。そして、

事故が発生した場合には、その契

約内容に基づいて保険金が支払わ

れることになります。したがって、

保険会社が求めた事項について、

ありのまま正しく伝える必要があ

るのです。

　保険契約がスタートした後の

「通知義務」には特に注意が必要

です。例えば、「自動車保険」で

は車を買い換えた時やレジャーに

しか使わなかった車を仕事にも使

うようになった時など、「傷害保

険」では転職した時などです。な

お、危険が少ない職種に転職した

時など、リスクが減るような変更

であった場合には、通知をするこ

とによって保険料が安くなること

があります。

　正しく伝えていなかった場合、

つまり「告知義務」や「通知義

務」に違反した場合には、事故や

災害で損害を被っても保険金が支

払われないこともあります。

　また、違反がわかれば、保険会

社側から保険契約を解除すること

がありますので、正しい申告が必

要です。

■どのようなことを伝えなければ

　ならないのでしょうか？

■正しく伝えないと

　どうなるのでしょうか？

　例えば、「火災保険」では建物

の構造や所在地、用途など、「自

動車保険」では過去の事故歴や車

の使用目的などです。また、ケガ

の保険の「傷害保険」では職業や

他に契約している保険があるかな

いかなども伝えなくてはいけない

事項となります。病気の保険の

「医療保険」では過去や現在の病

歴なども対象となります。

　保険によって伝えなければなら

ない事項は異なりますので、保険

代理店からの説明や質問をしっか

り聞いておくようにしましょう。

それぞれの保険に告知義務、通知義務の事項が
あります。

各保険の告知義務と通知義務の主な事項

主な事項

告知義務

保険の種類

自動車保険

告知義務
火災保険

「建物の構造・用法」「建物の所在地」「他の火災保険
契約等の情報」

通知義務「建物の構造・用法」「家財の他の場所への移転」

告知義務
医療保険

「被保険者の過去の傷病歴、健康状態、身体の障害の状
態」「他の医療保険契約等の情報」など

通知義務 義務ではないが、事項として「他の医療保険等（重複保
険契約）をしようとするとき」「住所等の変更」など

「被保険自動車・記名被保険者の情報」「契約台数」「前
契約の等級、事故の有無などの情報」「他の自動車保険
契約等の情報」

通知義務「被保険自動車の用途車種、登録番号の変更」「被保険自動車の使用目的の変更」

告知義務「被保険者の職業・職務」「他の傷害保険契約等の情報」

通知義務「被保険者の職業・職務の変更」
傷害保険

　保険契約を契約する際など
に耳にする「告知義務」や「通
知義務」。この２つは、保険
契約において大変重要です。
　詳しく見てみましょう。



　暑い季節のものと思われがちな食中毒ですが、実は１年中発生しています。食中毒を発生させると営
業停止、損害賠償だけでなく、最悪廃業に追い込まれるケースもあります。１件で多数の被害者が出る
ケースが多く、日ごろから食品、調理場、加工場等の食品衛生管理をしっかりしておくことが重要です。

～食中毒事件の約４割が患者数10人以上！！～

「カンピロバクター」とは？　家畜や家禽の腸内に繁殖する微生物で、感染性腸炎の原因菌
として知られています。近年、これによる食中毒は増加傾向にあります。

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座 企業の損害賠償責任対策シリーズ

平成27年原因施設別発生状況

事件数
（件）施設別

117

患者数
（人）
302

死者数
（人）
5

事業場

家　庭

旅　館

病　院

総数 4 1,217 ―

給食施設
事業所等
保育所
老人ホーム

11 362 ―

寄宿舎
その他

14 418 ―

共同調理場
その他

13 91 ―
― ― ―
4 257 ―

学　校

総数 12 627 ―

給食施設

― ― ―

寄宿舎
その他
総数
給食施設
寄宿舎
その他

― ― ―
1 231 ―
― ― ―
― ― ―
― ― ―
3 161 ―
8 235 ―
7 253 ―
7 253 ―
― ― ―
― ― ―
64 2,016 ―

飲食店 742 12,734 ―
販売所 23 151 ―
製造所 7 183 ―
仕出屋 53 4,330 ―
採取場所 ― ― ―
その他 17 542 ―
不　明 118 363 1
総　数

（注）平成27年食中毒発生状況より。
1,202 22,718 6

単　独
調理場

幼稚園
小学校
中学校
その他

平成28年の月別発生状況

事件数
（件）月

101

患者数
（人）
2,321

死者数
（人）
―1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

81 1,545 ―
112 2,143 ―
99 2,057 2
83 1,364 2
100 1,049 ―
88 1,446 ―
86 1,215 10
82 722 ―
96 1,038 ―
90 1,779 ―
111 3,081 ―

総数
（注）平成28年食中毒発生事例（速報）より作成。

1,129 19,760 14

●毎年約1,000件、患者数２万人前後の被害が!!
　食中毒の直近５年間の発生状況をみると、毎年1,000
件前後発生し、約２万人の患者が出ています。平成28
年は1,129件、1万9,760人の患者数となり、死亡者は
平成15年以降で最も多い14名となっています。

●寒い時期はウイルス、暑い季節は細菌が主な原因に…
　食中毒は梅雨などの湿気が多く暑い季節に発生するも
のと思われがちですが、月別でみると、意外にも12～
４月が多くなっています。これは主にノロウイルスが原
因です。一方、梅雨から秋にかけて活発になるのが細菌
です。カンピロバクターが主な原因となっています。

●集団で起こりやすい食中毒!!
　食中毒の特徴は、１事件当たりに複数の患者が出るこ
とで、10人以上の患者数が出た事件は全体の約４割に
も及んでいます。平成28年では、４月に東京で発生し
た鶏ささみ寿司に付着したカンピロバクターによる患者
数609人が最多で、次いで11月に京都で発生したノロ
ウイルスによるものが579名でした。

者への謝罪広告等が必要になってきます。
　企業のイメージダウンも深刻な問題となります。事件
収束後も風評被害によ
る売り上げの減少は避
けられません。
　食品の安全性に関す
る消費者の関心は非常
に高くなっています。
ひとたび食中毒事件を
起こせば、企業へのダ
メージは計り知れませ
ん。今一度、食品衛生管
理の体制を見直し、食
中毒の予防体制を確実
なものにしてください。

●企業は損害賠償、営業停止、イメージダウンで大打撃
　万一、食中毒事件を起こした場合、食べ物を調理して
供給する事業者や食品メーカーは、様々なリスクを負う
ことになります。
　第一に挙げられるのが、被害者への賠償、訴訟対応で
す。損害賠償金だけでなく、訴訟費用、場合によっては
膨大な時間がかかります。特に死亡事故では損害賠償金
は高額になります。平成24年に８名が死亡した札幌市
の白菜の浅漬けによる事件では約３億5,000万円、生卵
による高齢者の死亡事件では平成26年に宮崎地裁で
4,500万円の賠償命令が出されています。また、廃業に
追い込まれるケースもあります。平成23年に５名が死
亡した富山県のユッケ食中毒事件では、会社は被害者か
らの高額な損害賠償請求額を賄えず廃業を余儀なくされ
ました。
　次に挙げられるリスクは営業停止処分に伴う業績への
影響です。また、食品メーカーであれば製品回収と消費



〒703-8235　岡山市中区原尾島859-7
TEL （086）273－2222（代）　FAX （086）273－9933
ＵＲＬ http://www.okayama1.co.jp/
E-mail info@okayama1.co.jp

＜損害保険＞
損保ジャパン日本興亜・三井住友海上
あいおいニッセイ同和損保・セコム損保・ニューインディア
＜生命保険＞
メットライフ生命・ソニー生命・エヌエヌ生命
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
三井住友海上あいおい生命・ジブラルタ生命

取扱保険会社

損害保険・生命保険はもちろん、総合金融サービスを中心に、
あらゆる角度から「安心」をサポート。

事故相談・法律相談・税務相談・不動産相談など

何か困った時に思い出していただける代理店を目指します。


